
東広島市立中学校の部活動の地域展開について 

東広島市教育委員会 

東広島市立中学校の部活動の地域展開に係る検討会議（第１回）資料 
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東広島市立中学校の部活動の地域展開の推進の概要 

１ 趣旨 
  令和２年９月に文部科学省より学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の方向性が示され、令和５年度以降、休 
 日の部活動を段階的に地域に移行していくことが示された。このため、本市においても、学校と地域等が共に子ども  
 を育てるといった視点に立ち、地域、大学及び企業等と連携した部活動の地域展開を推進する。 
    → 本市では、「地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる」という認識のもと、生徒一人一人の多様なニーズに応じた活動機会を保障すると 
      ともに、本市におけるスポーツ・文化芸術活動の活性化を目的とするため、「部活動の地域移行」ではなく、「部活動の地域展開」として推進する。 
   
２ 推進体制 
  東広島市教育委員会（指導課、スポーツ振興課、文化課等）が中心となり、学校、地域、大学及び企業等も含めた 
 検討会議を開催し、市全体で部活動の地域展開を推進する。 
 
３ 具体的な取組 
（１）検討会議の開催 
   部活動の地域移行の方針や取組を検討するために、東広島市、学校、地域、大学及び企業等の代表者による 
   検討会議を開催する。 
（２）意識調査等の実施 
   部活動の地域展開に係る児童生徒、保護者及び教員のニーズを把握するために意識調査を実施する。あわせて、 
   地域、大学及び企業等の意向を調査する。 
（３）実践モデル地域の設置 
   部活動の地域展開の在り方や方法を研究するために、実践モデル地域を設置する。実践モデル地域は、段階的 
 に拡充することとする。 
（４）受入先、指導者及び施設の確保 
  部活動の地域展開に向けて、地域、大学及び企業等と連携し、受入先、指導者及び施設の確保に努めるとともに、 
 地域のスポーツ・文化芸術活動の運営体制を整備する。 
（５）地域展開の制度設計 
  部活動の地域展開に係る検討会議の内容、意識調査等の結果及び実践モデル地域等の取組等を踏まえ、部活 
 動の地域展開に向けての制度設計を図る。 
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東広島市立中学校の部活動の地域展開グランドデザイン 

 本市で取り組まれてきた「活発な部活動」を踏まえつつ、将来にわたって持続可能なスポーツ・文化芸術活動を推進
する。学校だけで行われてきた部活動を地域全体で運営する仕組みに変えることで、生徒の多様なニーズに応じた活
動機会の保障と本市におけるスポーツ・文化芸術活動の活性化を目的とする。 

  令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

検討会議の開催 ●       

地域のスポーツ・文化

芸術活動の展開 

意識調査等の実施 ●       

実践モデル地域の設置   ● ●  ●  

受入団体・指導者の確保   ●     

制度設計   ●     

学校の部活動 地域のスポーツ・文化芸術活動 

  部活動の地域展開 
～学校単位から地域単位へ～ 

学校 
  

学校運営 
   協議会 
  

クラブチーム  

総合型地域 
 スポーツ 
   クラブ 
  

体育振興会 
      等 
  

競技団体・ 
文化芸術 
   団体 
  

ＮＰＯ法人 
・サークル  

 大学・高校 
  

   企業 
  

○少子化による生徒数の減少 
○部活動の小規模化と減少 
○教員の長時間勤務と指導の負担 
       ↓ 
 現状の部活動の維持は困難 
 持続可能な体制の整備が必要 

○生徒の多様なニーズに 応じた 
  活動機会の保障 
○本市におけるスポーツ・ 文化 
    芸術活動の活性化 
      ↓ 
 本市の教育資源や地域実態を 
 踏まえた東広島モデルの確立 
  
  

「複数の道筋」と「多様な方法」 
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展開前（～Ｒ４） 展開期（Ｒ５～７） 展開後（Ｒ８～） 

管理主体 学校 
 

学校 管理事務局 
（コーディネーター） 

実施主体 学校 学校 
学校運営協議会等 

学校運営協議会 体育振興会  
総合型地域スポーツクラブ 
競技団体 文化芸術団体 
ＮＰＯ法人・サークル クラブチーム 
大学・高校 企業 

活動区分 部活動 
 

部活動（合同・拠点校方式等） 
地域のスポーツ・文化芸術活動 

地域のスポーツ・文化芸術活動 

活動場所 学校 学校 学校 運動公園 総合体育館 
クラブ施設 地域センター 等 

指導者 教員 部活動指導員 
スクールサポーター 
外部指導者 

教員 部活動指導員 
スクールサポーター 
外部指導者 地域指導者 

地域指導者 
教員（兼職兼業） 
 

会費 部費等 部費等 公費助成 スポンサー助成 
自己負担額は直接支払い 

保険 ＪＳＣ災害共済給付制度 ＪＳＣ災害共済給付制度 スポーツ安全保険制度 
個人賠償責任保険 等 

備考 中学校学習指導要領総則 
「学校教育の一環」 

中学校学習指導要領総則 
「学校教育の一環」 

社会教育法「社会教育の一環」 
スポーツ基本法「スポーツの一環」 
文化芸術基本法 

東広島市立中学校の部活動の地域展開のイメージ 
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東広島市立中学校の部活動の地域展開に係る検討会議の開催 

１ 目的 
  国の方針を踏まえ、部活動の地域展開を通して、生徒の多様なニーズに応じた活動機会の保障と本市における 
 スポーツ・文化芸術活動の活性化を行うために、本市における部活動の地域展開の在り方や具体的な運営方法 
 等について検討する 
 
２ 委員 
  東広島市公立中学校長会会長、東広島市中学校体育連盟会長、東広島市中学校文化部連盟会長、 
  大学有識者、東広島市ＰＴＡ連合会代表者、東広島市教育文化振興事業団代表者、 
  東広島市生涯学習センター代表者、東広島市スポーツ推進委員協議会代表者、 
  東広島市スポーツ少年団代表者、広島県教育委員会代表者 等 
 
３ 検討事項 
 （１）本市における新たなスポーツ・文化芸術活動の在り方  
 （２）受入先の確保 
 （３）指導者の質及び量の確保 
 （４）スポーツ・文化施設の確保 
 （５）会費や保険の在り方 
 （６）その他（教員の兼職兼業、大会の在り方など） 
 
４ 実施方法 
 （１）委員の協力を得て、検討事項に掲げる事項について検討を行う。 
 （２）必要に応じて、委員以外の関係者にも協力を求めることができる。 
 
５ 実施期間 
  本会議は、令和８年度の全市展開に向けて、必要に応じて実施する。 
 
６ その他 
 （１）本会議の庶務は、指導課、スポーツ振興課及び文化課において処理する。 
 （２）本要項に定めるもののほか、本会議の運営に際し必要な事項がある場合には別に定める。 
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東広島市立中学校の部活動の地域展開に係る意識調査等の実施 

対象 時期 方法 内容 

中学校 
第１・２学年生徒 

令和５年１月 Googleフォーム ・現在の部活動等 ・希望する活動  
・選択の理由  ・活動の意義 etc 

小学校 
第５・６学年児童 

令和５年１月 Googleフォーム  ・現在のクラブ活動等 ・中学生になって希望する活動   
・選択の理由  etc 

上記の保護者 令和５年１月 Googleフォーム ・部活動に期待すること又は課題 
・地域展開へ期待すること又は課題 etc 

中学校教員 令和５年１月 Googleフォーム ・部活動の意義又は課題 
・地域展開へ期待すること又は課題  ・兼職希望  etc 

１ 意識調査 

対象 時期 方法 内容 

スポーツ競技団
体等 

未定 未定 ・部活動の地域展開の受入の可否 
・受入に係る課題  etc                                                                                

文化芸術団体等 
 

未定 未定 ・部活動の地域展開の受入の可否 
・受入に係る課題 etc 

大学・高校等 未定 未定 ・部活動の地域展開に係る支援の可否 
・支援に係る課題 etc 

企業等 未定 未定 ・部活動の地域展開に係る支援の可否 
・支援に係る課題 etc 

２ 受入調査 

 部活動の地域展開に係る児童生徒、保護者及び教職員のニーズを把握するために意識調査を実施する。あわせ 
て、地域、大学及び企業等の意向を調査する。 
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東広島市立中学校の部活動の地域展開に係る実践モデル地域の設置 

 部活動の地域展開の在り方や方法を研究するために、実践モデル地域を設置する。実践モデル地域は、段階的 
に拡充することとする。 
  【地域展開のパターン例】 
  ・学校運営協議会 ・総合型地域スポーツクラブ  
  ・体育振興会 ・競技団体 ・文化芸術団体  
  ・ＮＰＯ法人・サークル ・クラブチーム  
  ・大学・高校 ・企業  

【令和５年度モデル】 
１ 対象地域    志和地域（志和小・中学校） 
                                                  
２ 実践モデル    学校運営協議会モデル 
 
３ 運営体制     管理主体：志和小中学校運営協議会  
             実施主体：志和町体育振興会  
                   志和町教育振興会   
 
４ 対象の部活動 陸上競技部、野球部、男子ソフトテニス部、女子バレーボール部、女子卓球部 
             ゴルフ部、吹奏楽部、総合文化部   
            ※小中連携部活動を含む。児童生徒数の状況により部活動の設置数は変動する。 
 
５ 留意事項   ・実施主体は、校長が責任者となって置く学校運営協議会とする。 

           ・各部活動に対して、１～２名の地域指導者を派遣する。学校の教職員は１名とする。  
           ・地域指導者の費用は、スクールサポート制度の額に準じる。（1,000円/１ｈ）  
                        ・地域指導者の保険は、「市民総合賠償保険」で対応する。 
           ・児童生徒の事故や怪我は、学校又はPＴＡの保険で対応する。 
           ・地域指導者の選定は、校長が推薦し、学校運営協議会で決定する。    
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東広島市立中学校の部活動の地域展開に係る受入先等の確保 

対象 内容 

体育振興会 ・黒瀬体育振興会 ・福富体育振興会 ・豊栄体育振興会 ・河内体育振興会  
・安芸津体育振興会 

競技団体 ・陸上競技協会 ・軟式野球連盟 ・バレーボール協会 ・ソフトテニス連盟 ・サッカー協会  
・柔道連盟 ・テニス協会 ・卓球協会 ・ゲートボール協会 ・空手道連盟 ・ソフトボール協会 
・剣道協会 ・ラグビーフットボール協会 ・レスリング協会 ・ゴルフ協会 
・バスケットボール協会 ・バドミントン協会 ・ビーチボールバレー協会 
・グラウンド・ゴルフ協会 ・水泳連盟 ・太極拳協会 ・ソフトバレーボール連盟 

総合型地域 
スポーツクラブ 

・わくわくスポーツランドこうち 

文化芸術団体 ・調査中 

ＮＰＯ法人・ 
サークル 

・調査中 

クラブチーム ・調査中 

大学・高校 ・広島大学 ・近畿大学 ・広島国際大学 ・エリザベト音楽大学 ・賀茂高等学校 
・賀茂北高等学校 ・黒瀬高等学校 ・西条農業高等学校 ・河内高等学校 ・豊田高等学校 

  部活動の地域展開に向けて、地域、大学及び企業等と連携し、受入先、指導者及び施設の確保に努めるとともに、 
 地域のスポーツ・文化芸術活動の運営体制を整備する。 
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東広島市立中学校の部活動の地域展開に係る制度設計 

  部活動の地域展開に係る検討会議の内容、意識調査等の結果及び実践モデル地域等の取組等を踏まえ、部活 
 動の地域展開に向けての制度設計を図る。 

検討事項 内容 担当 備考 

方針・構想の 
       決定 

地域展開 
 パターンの確定 

運営体制の整備 
コーディネーターの配置 

予算の確保 
 

各種団体・指導者   
  ・施設との調整 

会費・保険等 
      への対応 

大会の参加 
      への対応 

教職員の兼職 
   兼業への対応 

地域指導者の 
   研修への対応 

関係者への 
     説明・周知 
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令和４年度東広島市立中学校部活動一覧① 
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令和４年５月３１日現在 



令和４年度東広島市立中学校部活動一覧② 
令和４年５月３１日現在 
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